
〔
一
審
判
決
〕
平
成
一
七
年
七
月
二
九
日

京
都
地
方
裁
判
所

請
求
棄
却

(確
定
)

は
じ
め
に

国
家
賠
償
法
二
条
一
項
の
営
造
物
の
設
置
又
は
管
理
の

瑕
疵
と
は
、
営
造
物
が
通
常
有
す
べ
き
安
全
性
を
欠
い
て

い
る
こ
と
を
い
い
、
瑕
疵
が
あ
っ
た
か
否
か
は
、
当
該
営

造
物
の
構
造
、
用
法
、
場
所
的
環
境
及
び
利
用
状
況
等
諸

般
の
事
情
を
総
合
考
慮
し
て
具
体
的
個
別
的
に
判
断
す
べ

き
も
の
で
あ
る
。

今
回
の
事
例
紹
介
は
、
原
動
機
付
自
転
車
を
運
転
中
、

被
告
が
設
置
･
管
理
す
る
市
道
上
に
あ
る
境
界
ブ
ロ
ッ
ク

に
乗
り
上
げ
転
倒
し
た
原
告
が
、
被
告
に
対
し
、
国
家
賠

償
法
二
条
一
項
に
基
づ
き
、
損
害
賠
償
を
請
求
し
た
事
件

を
取
り
上
げ
、
道
路
の
通
常
有
す
べ
き
安
全
性
に
つ
い
て

の
裁
判
所
に
お
け
る
判
断
を
紹
介
す
る
こ
と
と
す
る
。

一三 ′‐ ‐
　

　
　 　 　

璽

事
案
の
概
襄
等

1

請
求

被
告
は
、
原
告
に
対
し
一
、
一
八
七
万
円
及
び
こ
れ
に

対
す
る
支
払
済
み
ま
で
年
五
分
の
割
合
に
よ
る
金
員
を
支

払
え
。

2

事
案
の
概
要

争
い
の
な
い
事
実
及
び
証
拠
に
よ
り

容
易
に
認
め
ら
れ
る
事
実

①
被
告
は
、
市
道
桂
経
七
号
線

(以
下

｢本
件
市
道
｣

と
い
う
)
及
び
、
本
件
市
道
と
そ
の
南
側
に
隣
接
し
て

並
行
す
る
府
道
京
都
八
幡
木
津
自
転
車
道
線

(以
下

｢府
道
｣
と
い
う
)
を
分
離
す
る
た
め
に
本
件
市
道
南

端
部
分

(路
側
)
に
設
置
さ
れ
て
い
る
境
界
ブ
ロ
ッ
ク

(以
下

｢本
件
ブ
ロ
ッ
ク
｣
と
い
う
)
を
設
置
･
管
理

し
て
い
る
地
方
公
共
団
体
で
あ
る
。

②
次
の
交
通
事
故

(以
下

｢本
件
事
故
｣
と
い
う
)

が
発
生
し
た
。

ア

日
時
･･･平
成

一
四
年
五
月
二
九
日

午
後
九
時

一
〇
分
頃

イ

場
所
･･･京
都
市
西
京
区

(以
下

｢本
件
事
故
現

場
｣
と
い
う
)

ウ

態
様
･･･原
告
が
、
原
動
機
付
自
転
車

(以
下

｢本
件
事
故
車
両
｣
と
い
う
)
を
運
転
し

て
、
本
件
市
道
を
東
か
ら
西
に
向
け
て

進
行
し
て
い
た
際
、
上
記
日
時

･
場
所

に
お
い
て
、
対
向
車
と
の
離
合
の
た
め

に
左
側
端

(南
側
)
に
寄
り
、
府
道
と

の
間
に
設
け
ら
れ
た
側
帯
部
分

(以
下

｢本
件
側
帯
｣
と
い
う
)
に
進
入
し
た
と

こ
ろ
、
本
件
ブ
ロ
ッ
ク
に
乗
り
上
げ
転

原
動
機
付
画
幟
薹
が
市
道
趾
に
あ
る
境
界
ブ
ロ
ッ
ク
に
乗
り
趾
げ

喩
倒
し
た
事
轢
に
縮
い
て
遭
蹄
の
管
理
職
癩
が
争
わ
れ
た
事
例

ー
京
都
市
道
原
付
自
転
車
転
倒
損
害
賠
償
請
求
事
件
ー

道
路
局
道
路
交
通
管
理
課

岡
崎

之
彦



倒
し
た
。

三

亀
窓
争
点
と
当
事
者
の
董
賑

1

主
な
争
点

1

本
件
市
道
及
び
本
件
ブ
ロ
ッ
ク
の
設
置
･
管
理
の

瑕
疵
の
有
無

2

因
果
関
係

3

損
害
額

【略
】

2

当
事
者
の
主
張

国

争
点
1

(本
件
市
道
及
び
本
件
ブ
ロ
ッ
ク
の
設
置
･

管
理
の
瑕
疵
の
有
無
)
に
つ
い
て

①

原
告
の
主
張

ア

設
置
の
瑕
疵
が
あ
っ
た
こ
と

本
件
市
道
の
北
側
は
、
白
線
の
す
ぐ
外
側
が
急
斜

面
の
堤
防
に
な
っ
て
い
る
も
の
の
柵
等
が
な
か
っ
た

こ
と
か
ら
、
本
件
市
道
を
西
か
ら
束
に
向
け
て
走
行

す
る
自
動
車
は
、
通
常
道
路
中
央
を
走
行
す
る
。
そ

の
た
め
、
本
件
市
道
を
東
か
ら
西
に
向
け
て
走
行
す

る
原
動
機
付
自
転
車
が
対
向
車
と
離
合
す
る
際
、
南

側
に
あ
る
本
件
側
帯
に
寄
っ
て
走
行
す
る
必
要
が
生

じ
、南
側
に
あ
る
白
線
を
越
え
て
雑
草
に
分
け
入
り
、

本
件
ブ
ロ
ッ
ク
に
乗
り
上
げ
転
倒
し
て
事
故
が
発
生

す
る
危
険
性
が
高
か
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
本
件
事

故
現
場
付
近
の
本
件
市
道
及
び
本
件
ブ
ロ
ッ
ク
が
通

常
期
待
さ
れ
る
べ
き
安
全
性
を
備
え
る
た
め
に
は
、

本
件
市
道
を
初
め
て
通
る
人
間
が
本
件
ブ
ロ
ッ
ク
を

め
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
も
容
易
で
あ
っ
た
。
ち
な

無
月
の
夜
間
で
も
祝
認
で
き
る
よ
う
に
、
本
件
プ
ロ

み
に
、
そ
の
後
反
射
板
は
破
損
し
て
お
り
、
本
件

ツ
ク
に
は
反
射
板
、
本
件
市
道
に
は
街
路
灯
等
を
設

置
し
、
さ
ら
に
本
件
ブ
ロ
ッ
ク
を
本
件
側
帯
を
示
す

白
線
か
ら
安
全
が
確
保
さ
れ
る
程
度
に
離
れ
た
位
置

に
設
置
す
る
必
要
が
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
本
件
ブ

ロ
ッ
ク
は
、
幅
約
一
人
皿
、
高
さ
約
三

皿
、
長
さ

約
六
〇
皿
の
形
状
で
路
面
と
の
段
差
も
さ
ほ
ど
な

く
、
路
面
と
同
系
色
の
灰
色
で
、
反
射
板
も
設
置
さ

れ
て
い
な
か
っ
た
上
、
本
件
事
故
現
場
付
近
に
は
街

路
灯
等
が
な
く
、
無
月
の
夜
間
は
暗
闇
状
態
に
な
る

か
ら
、
本
件
ブ
ロ
ッ
ク
は
視
認
で
き
な
い
状
態
で
あ

っ
た
。
ま
た
、
本
件
ブ
ロ
ッ
ク
は
、
自
転
車
通
路
側

は
白
線
と
本
件
ブ
ロ
ッ
ク
の
間
が
三
0
m
以
上
も
あ

る
の
に
、
車
道
側
は
本
件
側
帯
を
示
す
白
線
か
ら
一

〇
皿
な
い
し
一
三
皿
し
か
な
く
、
原
動
機
付
自
転
車

の
運
転
者
が
上
記
白
線
付
近
を
走
行
し
た
場
合
は
、

上
記
白
線
に
わ
ず
か
に
前
輪
タ
イ
ヤ
が
触
れ
る
程
度

に
南
側
に
寄
る
だ
け
で
、
本
件
ブ
ロ
ッ
ク
に
接
触
し

て
し
ま
う
位
置
関
係
に
あ
っ
た
。
現
に
、
本
件
ブ
ロ

ッ
ク
の
東
端
に
は
多
数
の
衝
突
痕
が
残
っ
て
お
り
、

事
故
が
反
復
し
て
発
生
し
て
い
た
か
ら
、
上
記
危
険

は
予
見
可
能
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
被
告
は
、
本
件
事

故
後
、
本
件
ブ
ロ
ッ
ク
に
反
射
板
を
設
け
た
り
、
本

件
ブ
ロ
ッ
ク
の
両
端
の
み
黄
色
に
塗
る
な
ど
し
て
お

り
、
本
件
の
よ
う
な
夜
間
衝
突
事
故
発
生
防
止
の
た

み
に
、
そ
の
後
反
射
板
は
破
損
し
て
お
り
、
本
件
事

故
後
も
、
本
件
ブ
ロ
ッ
ク
へ
の
衝
突
事
故
が
反
復
し

て
発
生
し
た
こ
と
を
裏
付
け
て
い
る
。

以
上
に
よ
れ
ば
、
本
件
市
道
及
び
本
件
ブ
ロ
ッ
ク

に
は
、
通
常
有
す
べ
き
安
全
性
が
な
く
、
設
置
の
瑕

疵
が
あ
っ
た
。

イ

管
理
の
瑕
疵
が
あ
っ
た
こ
と

本
件
市
道
は
、
夜
間
も
原
動
機
付
自
転
車
が
走
行

す
る
こ
と
が
で
き
、
ま
た
、
そ
の
幅
員
か
ら
対
向
車

と
の
離
合
等
の
た
め
に
本
件
側
帯
に
近
づ
い
て
進
行

す
る
こ
と
も
想
定
さ
れ
、
本
件
市
道
で
は
雑
草
に
よ

り
隠
れ
た
本
件
ブ
ロ
ッ
ク
に
乗
り
上
げ
転
倒
す
る
危

険
が
高
く
、
か
か
る
事
故
は
予
見
可
能
で
あ
っ
た
か

ら
、
本
件
事
故
現
場
付
近
の
本
件
市
道
及
び
本
件
ブ

ロ
ッ
ク
が
通
常
期
待
さ
れ
る
べ
き
安
全
性
を
備
え
る

た
め
に
は
、
本
件
ブ
ロ
ッ
ク
付
近
の
雑
草
の
除
草
を

行
い
、
本
件
ブ
ロ
ッ
ク
が
視
認
で
き
る
よ
う
に
管
理

す
べ
き
で
あ

っ
た
。

と
こ
ろ
が
、
本
件
事
故
現
場
は
、
前
年

(平
成
一

三
年
)
の
一
〇
月
な
い
し
三

月
頃
か
ら
六
ヵ
月
以

上
も
の
長
き
に
わ
た
っ
て
除
草
措
置
を
講
じ
ら
れ
て

お
ら
ず
、
相
当
量
の
草
が
茂
っ
て
お
り
、
本
件
ブ
ロ

ッ
ク
の
ほ
ぼ
全
域
に
わ
た
っ
て
本
件
ブ
ロ
ッ
ク
の
高

さ
を
上
回
る
雑
草
が
繁
茂
し
、
一
部
の
本
件
ブ
ロ
ッ

ク
は
雑
草
に
よ
っ
て
完
全
に
覆
わ
れ
て
い
て
、
本
件



ブ
ロ
ッ
ク
を
祝
認
で
き
な
い
状
態
で
あ
っ
た
。

道
と
自
転
車
道
を
分
離
す
る
た
め
に
設
置
し
た
も
の

両
の
保
安
基
準
等
に
よ
れ
ば
、
原
動
機
付
自
転
車
の

仮
に
、
原
告
が
接
触
し
た
本
件
ブ
ロ
ッ
ク
が
本
件

で
あ
る
が
、
本
件

説

発

ま
で
に
･
牛

熟
次
と
百

･U

こ
ま

･
寄

り

.

又

口束

事
故
当
時
雑
草
に
隠
れ
て
見
え
な
い
状
況
に
は
な
か

っ
た
と
し
て
も
、
本
件
ブ
ロ
ッ
ク
に
は
こ
れ
に
密
接

し
て
相
当
量
の
雑
草
が
繁
茂
し
て
い
た
か
ら
、
原
告

は
も
ち
ろ
ん
一
般
人
も
、
原
告
が
接
触
し
た
本
件
ブ

ロ
ッ
ク
付
近
に
は
雑
草
し
か
生
え
て
い
な
い
と
認
識

す
る
こ
と
は
当
然
で
あ
り
、
雑
草
の
中
か
ら
垣
間
見

え
る
本
件
ブ
ロ
ッ
ク
を
祝
認
す
る
こ
と
を
要
求
す
る

こ
と
は
不
可
能
を
強
い
る
こ
と
で
あ
り
、
雑
草
が
繁

茂
す
る
の
を
放
置
す
る
こ
と
は
、
本
件
ブ
ロ
ッ
ク
に

乗
り
上
げ
転
倒
す
る
危
険
を
高
め
る
も
の
で
あ
っ

た
。
以
上
に
よ
れ
ば
、
本
件
市
道
及
び
本
件
ブ
ロ
ッ

ク
に
は
、
通
常
有
す
べ
き
安
全
性
は
な
く
、
管
理
の

瑕
疵
が
あ
っ
た
。

②

被
告
の
主
張

争
う
。

ア

設
置
の
瑕
疵
が
な
い
こ
と

本
件
事
故
現
場
付
近
の
本
件
市
道
の
幅
員
は
、
約

四
七
O
m
あ
り
、
普
通
乗
用
自
動
車
同
士
で
も
十
分

離
合
で
き
る
だ
け
の
幅
が
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、

仮
に
対
向
車
が
中
央
寄
り
を
走
行
し
て
接
近
し
て
き

た
と
し
て
も
、
原
告
は
、
減
速
又
は
一
旦
停
止
を
行

う
な
ど
に
よ
り
余
裕
を
も
っ
て
衝
突
を
回
避
す
る
こ

と
が
で
き
た
は
ず
で
あ
る
。
本
件
ブ
ロ
ッ
ク
は
、
昭

和
五
一
年
頃
に
被
告
が
府
道
を
整
備
し
た
際
に
、
車

で
あ
る
が
、
本
件
事
故
発
生
ま
で
に
本
件
事
故
と
同

様
の
事
故
は
一
切
報
告
さ
れ
て
い
な
い
。
し
た
が
っ

て
、
本
件
市
道
及
び
本
件
ブ
ロ
ッ
ク
に
は
設
置
の
瑕

疵
は
な
か
っ
た
。
原
告
は
、
本
件
ブ
ロ
ッ
ク
に
多
数

の
衝
突
痕
が
存
在
す
る
と
主
張
す
る
け
れ
ど
も
、
本

件
ブ
ロ
ッ
ク
の
傷
跡
が
衝
突
痕
で
あ
る
か
否
か
は
判

然
と
し
な
い
。
加
え
て
、
仮
に
衝
突
痕
で
あ
っ
た
と

し
て
も
、
衝
突
痕
は
、
通
常
車
の
接
触
事
故
や
目
損

事
故
等
運
転
手
の
不
注
意
に
よ
っ
て
生
じ
た
も
の
と

考
え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
衝
突
痕
が
あ
る
こ
と

を
も
っ
て
、
本
件
市
道
及
び
本
件
ブ
ロ
ッ
ク
の
設

置
･
管
理
に
瑕
疵
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
は
で
き
な

い
。次

に
、
本
件
事
故
現
場
付
近
の
本
件
市
道
に
街
路

灯
等
が
設
置
さ
れ
て
い
な
い
が
、
本
件
事
故
現
場
付

近
の
本
件
市
道
は
、
｢道
路
照
明
施
設
設
置
基
準
｣

(昭
和
五
六
年
三
月
二
七
日
建
設
省
都
市
局
長
及
び

道
路
局
長
名
通
達
)
で
規
定
す
る
道
路
照
明
を
必
要

と
す
る
場
所
で
は
な
い
か
ら
、
設
置
さ
れ
て
い
な
い

こ
と
を
も
っ
て
、
通
常
有
す
べ
き
安
全
性
に
欠
け
る

も
の
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
。

と
こ
ろ
で
、
原
告
は
、
法
定
速
度
を
遵
守
し
、
前

照
灯
を
、
点
灯
し
て
前
方
を
注
視
し
て
走
行
し
て
い

れ
ば
、
本
件
ブ
ロ
ッ
ク
を
発
見
し
衝
突
を
回
避
す
る

こ
と
は
容
易
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
道
路
運
送
車

前
面
に
は

｢夜
間
前
方

一
五
m
(最
高
速
度
二
〇

鬮
/
h
以
上
の
第
二
種
原
動
機
付
自
転
車
に
備
え
る

も
の
に
あ
っ
て
は
、
五
0

m
)
の
距
離
に
あ
る
交
通

上
の
障
害
物
を
確
認
で
き
る
性
能
｣
を
有
す
る
前
照

灯
を
備
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
て
い
る
か

ら
、
原
告
が
運
転
し
て
い
た
本
件
事
故
車
両
の
前
面

に
も
少
な
く
と
も
夜
間
に
一
五
m
手
前
か
ら
本
件
ブ

ロ
ッ
ク
を
確
認
で
き
る
だ
け
の
性
能
を
有
す
る
前
照

灯
が
備
え
ら
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、

本
件
事
故
現
場
付
近
の
本
件
市
道
は
、
約
四
五
0
m

の
直
線
で
見
通
し
の
良
い
道
路
で
あ
り
、
前
照
灯
を

点
灯
し
て
前
方
を
注
視
し
て
走
行
し
て
い
れ
ば
、
事

前
に
本
件
ブ
ロ
ッ
ク
の
存
在
を
発
見
す
る
こ
と
は
十

分
に
可
能
で
あ
っ
た
。
実
際
、
原
告
は
、
前
照
灯
を
、

点
灯
し
て
お
り
、
車
道
と
自
転
車
道
の
境
界
に
あ
る

白
線
及
び
雑
草
の
存
在
を
認
識
し
た
と
い
う
の
で
あ

る
か
ら
、
そ
こ
が
車
道
と
自
転
車
道
と
の
境
界
で
あ

り
、
こ
れ
を
分
離
す
る
た
め
に
本
件
ブ
ロ
ッ
ク
等
の

障
害
物
が
設
置
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
予
見
す
る
こ
と

は
十
分
に
可
能
で
あ
っ
た
。

夜
間
走
行
時
に
お
け
る
前
照
灯
に
よ
る
障
害
物
の

見
え
方
は
、
運
転
者
の
視
野
が
昼
間
と
異
な
っ
て
狭

く
な
っ
て
い
る
上
に
、
対
向
車
の
前
照
灯
に
よ
る
眩

し
さ
な
ど
の
た
め
非
常
に
見
え
に
く
い
も
の
で
あ
る

か
ら
、
運
転
者
と
し
て
は
、
こ
れ
ら
の
事
情
を
考
慮



し
、
自
重
の
速
度
を
調
整

(減
速
)
す
る
義
務
を
負

っ
て
い
る
。
原
告
は
、
時
速
約
二
〇
師
/
h
と
い
う

低
速
で
走
行
し
、
ま
た
、
減
速
措
置
を
と
っ
た
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
本
件
ブ
ロ
ッ
ク
の
う
ち
二
番
目
又
は

三
番
目
の
ブ
ロ
ッ
ク
に
衝
突
し
た
と
主
張
す
る
が
、

仮
に
原
告
が
低
速
で
走
行
し
減
速
措
置
を
と
っ
た
と

す
れ
ば
、
手
前
の
一
番
目
又
は
二
番
目
の
ブ
ロ
ッ
ク

の
横
を
通
過
し
た
時
点
で
本
件
ブ
ロ
ッ
ク
の
存
在
を

認
識
で
き
た
は
ず
で
あ
る
。
ま
た
、
原
告
は
、
本
件

ブ
ロ
ッ
ク
に
衝
突
し
た
地
点
か
ら
お
よ
そ
三
m
も
離

れ
た
地
点
で
転
倒
し
た
と
主
張
す
る
が
、
仮
に
、
原

告
が
主
張
す
る
衝
突
地
点
及
び
転
倒
地
点
が
事
実
で

あ
る
と
す
れ
ば
、
原
告
は
、
時
速
二
〇
皿
/
h
を
超

え
る
速
度
で
、
か
つ
、
何
ら
減
速
措
置
を
講
じ
ず
に

本
件
ブ
ロ
ッ
ク
に
衝
突
し
た
こ
と
に
な
る
。

し
た
が
っ
て
、
原
告
が
通
常
払
う
べ
き
注
意
を
も

っ
て
走
行
し
て
い
れ
ば
、
本
件
ブ
ロ
ッ
ク
と
の
衝
突

を
容
易
に
回
避
で
き
た
は
ず
で
あ
り
、本
件
事
故
は
、

明
ら
か
に
原
告
の
前
方
不
注
視
と
運
転
操
作
ミ
ス
に

よ
っ
て
発
生
し
た
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。

加
え
て
、
本
件
市
道
か
ら
、
原
動
機
付
自
転
車
に

よ
る
通
行
が
予
定
さ
れ
て
い
な
い
府
道
に
本
件
側
帯

を
通
っ
て
入
る
と
い
う
異
常
な
行
動
を
取
る
こ
と

は
、
予
想
し
得
な
い
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
、
本
件
事

故
に
つ
き
予
見
可
能
性
は
な
い
。

イ

管
理
の
瑕
疵
が
な
い
こ
と

被
告
は
、
本
件
事
故
以
前
か
ら
、
年
三
回
程
度
定

期
的
に
本
件
ブ
ロ
ッ
ク
付
近
の
雑
草
に
つ
い
て
除
草

の
措
置
を
講
じ
て
い
た

(本
件
事
故
当
時
は
、
毎
年

六
月
頃
、
八
月
頃
、
一
〇
月
又
は
三

月
頃
の
年
三

国
雑
草
に
つ
い
て
除
草
の
措
置
を
講
じ
て
い
た
)。

確
か
に
本
件
事
故
は
六
月
の
除
草
を
行
う
直
前
に
発

生
し
て
い
る
が
、
冬
季
は
雑
草
が
枯
れ
て
い
る
か
ら

除
草
を
す
る
必
要
が
な
く
、
六
月
の
除
草
は
春
に
伸

び
た
雑
草
を
刈
る
た
め
に
行
う
も
の
で
あ
り
、
=

月
頃
の
除
草
か
ら
翌
年
の
六
月
頃
の
除
草
ま
で
の
期

間
が
そ
れ
以
外
の
期
間
の
除
草
の
サ
イ
ク
ル
に
比
べ

不
当
に
長
期
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
か

ら
、
被
告
が
除
草
を
怠
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
は
で

き
な
い
。
し
か
も
、
本
件
事
故
当
時
の
本
件
ブ
ロ
ッ

ク
付
近
で
雑
草
が
繁
茂
し
て
い
た
場
所
は
、
主
と
し

て
、
本
件
ブ
ロ
ッ
ク
の
南
側
で
あ
る
自
転
車
道
側

(府
道
側
)
で
あ
り
、
本
件
市
道
側
で
あ
る
車
道
側

か
ら
見
る
と
、
雑
草
の
量
は
少
な
く
、
特
に
原
告
の

進
行
方
向
か
ら
見
る
と
、
本
件
ブ
ロ
ッ
ク
に
雑
草
が

覆
い
か
ぶ
さ
っ
て
い
る
と
い
う
状
況
で
は
な
く
、
本

件
ブ
ロ
ッ
ク
の
存
在
は
十
分
に
認
識
で
き
る
状
況
で

あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
本
件
市
道
及
び
本
件
ブ
ロ

ッ
ク
は
通
常
有
す
べ
き
安
全
性
を
備
え
て
い
た
も
の

で
あ
り
、
管
理
の
瑕
疵
は
な
か
っ
た
。

以
上
に
よ
れ
ば
、
本
件
市
道
及
び
本
件
ブ
ロ
ッ
ク

に
つ
き
、
設
置
･
管
理
の
瑕
疵
が
あ
る
と
評
価
す
る

こ
と
は
で
き
な
い
。

②

争
点
2

(因
果
関
係
)
に
つ
い
て

①

原
告
の
主
張

本
件
事
故
は
、
原
告
が
、
本
件
市
道
及
び
本
件
ブ
ロ

ッ
ク
に
つ
き
上
記
設
置

･
管
理
の
瑕
疵
が
あ
っ
た
た

め
、
本
件
ブ
ロ
ッ
ク
に
気
づ
く
こ
と
が
で
き
ず
、
本
件

事
故
現
場
付
近
の
南
側
の
本
件
側
帯
を
示
す
白
線
を
超

え
て
雑
草
に
分
け
入
っ
て
走
行
し
た
と
こ
ろ
、
同
白
線

に
近
接
し
て
本
件
ブ
ロ
ッ
ク
が
設
置
さ
れ
て
い
た
た

め
、こ
れ
に
乗
り
上
げ
て
発
生
し
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、

上
記
各
瑕
疵
と
本
件
事
故
の
発
生
に
は
因
果
関
係
が
あ

る
o

③

被
告
の
主
張

争
う
。

三

葦
な
鯛
点
に
対
す
る
裁
判
所
の
判
断

主

文
1

原
告
の
請
求
を
棄
却
す
る
。

2

訴
訟
費
用
は
原
告
の
負
担
と
す
る
。

1

争
点
1

(本
件
市
道
及
び
本
件
ブ
ロ
ッ
ク
の
設
置
･

管
理
の
瑕
疵
の
有
無
)
に
つ
い
て

①
本
件
市
道
及
び
本
件
ブ
ロ
ッ
ク
に
つ
き
、
国
家
賠

償
法
二
条
一
項
の

｢瑕
疵
｣
が
あ
る
と
い
う
た
め
に

は
、
営
造
物
が
通
常
有
す
べ
き
安
全
性
を
欠
い
て
い

る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
そ
し
て
、
瑕
疵
が
あ
っ
た



か
否
か
に
つ
い
て
は
、
当
該
営
造
物
の
構
造
、
用
法
、

場
所
的
環
境
及
び
利
用
状
況
等
、
並
び
に
事
故
の
予

見
可
能
性
等
諸
般
の
事
情
を
総
合
検
討
し
て
具
体
的

個
別
的
に
判
断
す
べ
き
で
あ
る
。

②
証
拠
及
び
弁
論
の
全
趣
旨
に
よ
れ
ば
、
次
の
事
実

が
認
め
ら
れ
る
。

市道 桂経7号線

ア

本
件
市
道
は
、
桂
川
の
堤
防
の
上
を
ア
ス
フ
ァ

に
連
ね
ら
れ
て
設
置
さ
れ

(以
下
、
こ
の
ブ
ロ
ッ

新

別図

ル
ト
舗
装
さ
れ
た
道
路
で
あ
る
。
北
側
は
堤
防
の

端
に
接
し
、
本
件
事
故
現
場
付
近
の
本
件
市
道
の

南
側
は
本
件
市
道
の
途
中
か
ら
作
ら
れ
た
自
転
車

歩
行
者
専
用
道
路
で
あ
る
ア
ス
フ
ァ
ル
ト
舗
装
さ

れ
た
府
道
に
接
し
て
い
る
。
本
件
事
故
現
場
付
近

に
お
い
て
は
、
ほ
ぼ
東
西
方
向
に
走
る
直
線
道
路

で
あ
る
。

イ

本
件
事
故
現
場
の
状
況
は
、
別
図
の
と
お
り
で

あ
る
。

本
件
市
道
(同
図
面
で
は
｢市
道
桂
経
七
号
線
｣

と
記
載
さ
れ
て
い
る
)
の
幅
員
は
四
一
〇
皿
で
あ

る
。
本
件
事
故
現
場
付
近
の
本
件
市
道
に
は
、
本

件
事
故
当
時
、
街
路
灯
等
は
設
置
さ
れ
て
い
な
か

っ
た
。

本
件
ブ
ロ
ッ
ク
は
、
複
数
の
ブ
ロ
ッ
ク
に
よ
っ

て
構
成
さ
れ
て
い
た
。
東
端
に
は
、
横

(幅
)
一

八
皿
、
縦
六
一
皿
、
高
さ
約
一
一
m
の
コ
ン
ク
リ

ー
ト
ブ
ロ
ッ
ク
五
個
が
縦
に
連
ね
ら
れ
て
設
置
さ

れ

(全
長
三
〇
七
m
、
以
下
、
こ
の
ブ
ロ
ッ
ク
を
、

｢先
頭
の
ブ
ロ
ッ
ク
｣
と
い
う
｣
、
先
頭
の
ブ
ロ
ッ

ク
西
端
の
一
六
五
皿
西
側
か
ら
コ
ン
ク
リ
ー
ト
ブ

ロ
ッ
ク
六
個
が
縦
に
連
ね
ら
れ
て
設
置
さ
れ

(以

下
、
こ
の
ブ
ロ
ッ
ク
を

｢
二
番
目
の
ブ
ロ
ッ
ク
｣

と
い
う
)、
二
番
目
の
ブ
ロ
ッ
ク
西
端
の
一
四
七

m
西
側
か
ら
コ
ン
ク
リ
ー
ト
ブ
ロ
ッ
ク
六
個
が
縦

ク
を

｢
三
番
目
の
ブ
ロ
ッ
ク
｣
と
い
う
)
、
三
番

目
の
ブ
ロ
ッ
ク
の
西
端
か
ら

一
五

一
皿
西
側
か
ら

コ
ン
ク
リ
ー
ト
ブ
ロ
ッ
ク
六
個
が
縦
に
連
ね
ら
れ

て
設
置
さ
れ
て
い
た

(以
下
、
こ
の
ブ
ロ
ッ
ク
を

｢
四
番
目
の
ブ
ロ
ッ
ク
｣
と
い
う
)
。
本
件
ブ
ロ
ッ

ク
は
、
本
件
側
帯
を
構
成
す
る
本
件
市
道
側
、
府

道
側
の
二
本
の
白
色
実
線
の
間
に
あ
り
、
北
側
の

白
色
実
線
か
ら
本
件
ブ
ロ
ッ
ク
の
間
は
一
〇
皿
な

い
し
一
三
飢
、
南
側
の
白
色
実
線
か
ら
本
件
ブ
ロ

ッ
ク
の
間
は
三
五
皿
程
度
で
あ
っ
た
。
先
頭
の
ブ

ロ
ッ
ク
の
東
側
の
三
本
の
白
色
実
線
は
、
東
に
向

か
う
に
従
い
幅
が
狭
ま
り
、
先
頭
の
ブ
ロ
ッ
ク
の

東
端
か
ら
一
一
m
八
0
m
東
で
一
点
に
収
束
し
て

い
る
。

本
件
事
故
当
時
、
本
件
ブ
ロ
ッ
ク
を
構
成
す
る

各
ブ
ロ
ッ
ク
に
は
反
射
板
が
設
置
さ
れ
て
お
ら

ず
、
ま
た
、
路
面
と
同
系
色
で
あ
っ
た
。
な
お
、

被
告
は
、
本
件
事
故
発
生
後
、
先
頭
の
ブ
ロ
ッ
ク

を
澄
色
に
塗
装
し
て
い
る
。

ウ

本
件
事
故
発
生
日
の
二
日
後
で
あ
る
平
成
一
四

年
五
月
三
一
日
時
点
で
の
本
件
ブ
ロ
ッ
ク
付
近
の

雑
草
の
状
態
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
っ
た
。

先
頭
の
ブ
ロ
ッ
ク
付
近
は
、
南
側

(府
道
側
)

に
沿
っ
て
雑
草
が
わ
ず
か
に
生
え
て
い
る
だ
け

で
、
本
件
市
道
側
に
は
生
え
て
お
ら
ず
、
雑
草
が

オイル漏れ箇所

-停車中のトランクl
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先
頭
の
ブ
ロ
ッ
ク
を
隠
す
状
態
で
は
な
か
っ
た
。

市
道
側
)
に
は
生
え
て
い
な
い
。

(府
道
側
)
に
、
本
件
事
故
車
両
か
ら
漏
れ
出
し

二
番
目
の
ブ
ロ
ッ
ク
付
近
も
、
南
側
(府
道
側
)

エ

被
告
は
、
本
件

故
以
前
か
ら
、
年
三
回
星

又

た
オ
イ
ル
で
オ
イ
ル
溜
ま
り
ぎ
で
き
た
。

に
沿
っ
て
雑
草
が
生
え
て
い
る
が
、
本
件
市
道
側

に
は
生
え
て
お
ら
ず
、
雑
草
が
二
番
目
の
ブ
ロ
ッ

ク
を
隠
す
状
態
で
は
な
か
っ
た
。

三
番
目
の
ブ
ロ
ッ
ク
付
近
も
、
南
側
(府
道
側
)

に
沿
っ
て
雑
草
が
生
え
て
い
る
が
、
本
件
市
道
側

に
は
生
え
て
お
ら
ず
、
雑
草
の
量
が
先
頭
の
ブ
ロ

ッ
ク
、
二
番
目
の
ブ
ロ
ッ
ク
の
南
側

(府
道
側
)

に
沿
っ
て
生
え
て
い
る
も
の
よ
り
多
い
と
は
い

え
、
雑
草
が
三
番
目
の
ブ
ロ
ッ
ク
を
隠
す
状
態
で

は
な
か
っ
た
。

三
番
目
の
ブ
ロ
ッ
ク
と
四
番
目
の
ブ
ロ
ッ
ク
と

の
間
付
近
は
、
雑
草
が
半
球
状
に
繁
茂
し
、
そ
の

高
さ
も
本
件
ブ
ロ
ッ
ク
よ
り
高
く
ま
で
伸
び
て
い

る
。
雑
草
が
生
え
て
い
る
範
囲
は
、
二
本
の
白
色

実
線
の
間
に
収
ま
っ
て
お
り
、
雑
草
が
繁
茂
し
て

い
る
半
球
状

(楕
円
形
)
の
大
き
さ
は
、
短
径
が

約
六
六
伽
程
度

(白
色
実
線
二
本
の
間
の
距
離
程

度
)、
長
径
が
一
五
一
節
程
度

(三
番
目
の
ブ
ロ

ッ
ク
と
四
番
目
の
ブ
ロ
ッ
ク
と
の
間
の
距
離
程

度
)
ま
で
で
あ
っ
た
。

四
番
目
の
ブ
ロ
ッ
ク
付
近
は
、
南
側
(府
道
側
)

に
沿
っ
て
雑
草
が
繁
茂
し
て
お
り
雑
草
が
南
側

(府
道
側
)
の
白
色
実
線
の
一
部
を
覆
い
、
ブ
ロ

ッ
ク
の
上
に
ま
で
伸
び
て
い
る
が
、
北
側

(本
件

エ

被
告
は
、
本
件
事
故
以
前
か
ら
、
年
三
回
程
度

定
期
的
に
本
件
ブ
ロ
ッ
ク
付
近
の
雑
草
に
つ
い
て

除
草
の
措
置
を
講
じ
て
い
た
。
被
告
は
、
本
件
事

故
当
時
は
、
毎
年
六
月
頃
、
九
月
頃
及
び
三

月

頃
の
年
三
回
定
期
的
に
除
草
し
て
お
り
、
本
件
事

故
発
生
前
最
後
に
除
草
し
た
の
は
、
平
成
一
三
年

三

月
頃
で
あ
っ
た
。

オ

原
告
が
本
件
市
道
を
通
行
し
た
の
は
、
本
件
事

故
当
日
が
初
め
て
で
あ
っ
た
。
原
告
は
、
本
件
事

故
車
両
を
運
転
し
て
桂
川
に
架
か
る
上
野
橋
を
北

か
ら
南
に
渡
り
、上
野
橋
の
南
詰
め
を
右
折
し
て
、

本
件
市
道
を
東
か
ら
西
に
向
け
て
走
行
し
て
い

た
。
原
告
は
、
前
照
灯
を
点
灯
し
、
時
速
約
二
〇

蹴
/
h
で
本
件
事
故
現
場
に
差
し
掛
か
っ
た
際
、

本
件
市
道
の
南
端
に
三
本
の
白
色
実
線
が
存
在
す

る
こ
と
に
気
付
い
た
。

原
告
は
、
本
件
事
故
車
両
を
運
転
し
て
本
件
市

道
を
中
央
辺
り
あ
る
い
は
中
央
よ
り
や
や
南
側
に

寄
っ
て
走
行
し
て
い
た
が
、
普
通
乗
用
自
動
車
が

本
件
市
道
の
中
央
寄
り
を
対
向
走
行
し
て
き
た
こ

と
に
気
付
き
、
離
合
し
よ
う
と
、
減
速
し
て
南
側

(府
道
側
)
に
寄
り
、
二
本
の
白
色
実
線
の
う
ち

北
側
の
線
の
上
に
踏
み
込
み
、
雑
草
に
分
け
入
っ

て
走
行
し
た
と
こ
ろ
、
三
番
目
の
ブ
ロ
ッ
ク
に
乗

り
上
げ
て
転
倒
し
、
三
番
目
の
ブ
ロ
ッ
ク
の
南
側

た
オ
イ
ル
で
オ
イ
ル
溜
ま
り
が
で
き
た
。

カ

な
お
、
原
告
は
、
対
向
車
を
発
見
し
た
の
と
、

三
番
目
の
ブ
ロ
ッ
ク
と
四
番
目
の
ブ
ロ
ッ
ク
と
の

間
で
半
球
状
に
繁
茂
し
て
い
た
雑
草
を
見
た
の

と
、
ど
ち
ら
が
先
で
あ
っ
た
の
か

(前
後
関
係
)

は
覚
え
て
い
な
い
と
供
述
し
て
い
る
。
ま
た
、
原

告
は
、
三
番
目
の
ブ
ロ
ッ
ク
と
四
番
目
の
ブ
ロ
ッ

ク
と
の
間
に
繁
茂
し
て
い
た
雑
草
の
手
前
(東
側
)

に
、
雑
草
が
生
え
て
い
た
か
否
か
は
暗
か
っ
た
た

め
覚
え
て
い
な
い
と
供
述
す
る
一
方
、
三
番
目
の

ブ
ロ
ッ
ク
と
四
番
目
の
ブ
ロ
ッ
ク
と
の
間
に
繁
茂

し
て
い
た
雑
草
の
向
こ
う
側

(西
側
)
に
草
が
生

い
茂
っ
て
い
た
の
は
見
え
た
、
本
件
ブ
ロ
ッ
ク
は

暗
か
っ
た
た
め
見
え
な
か
っ
た
と
供
述
し
て
い

る
。ま

た
、
原
告
は
、
本
件
事
故
現
場
付
近
で
は
、

同
様
の
本
件
ブ
ロ
ッ
ク
乗
り
上
げ
事
故
が
多
数
発

生
し
て
い
る
と
主
張
す
る
け
れ
ど
も
、
本
件
ブ
ロ

ッ
ク
そ
れ
自
体
か
ら
も
判
然
と
せ
ず

、
原
告
主

張
の
事
実
を
認
め
る
に
足
り
る
証
拠
は
な
い
。

③
以
上
認
定
の
事
実
関
係
に
よ
れ
ば
、
本
件
事
故
現

場
付
近
の
本
件
市
道
は
、
北
側
が
桂
川
の
堤
防
の
端

に
当
た
る
も
の
の
幅
員
が
四
一
0
m
あ
り
、し
か
も
、

ほ
ぼ
直
線
道
路
で
あ
る
か
ら
、
仮
に
、
対
向
走
行
す

る
自
動
車
の
一
方
が
比
較
的
大
型
の
普
通
乗
用
自
動



車
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
他
方
が
原
動
機
付
自
転
車

で
あ
れ
ば
、
容
易
に
離
合
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の

と
認
め
ら
れ
る
。
確
か
に
、
本
件
市
道
に
は
街
路
灯

等
は
な
く
、本
件
市
道
の
北
側
は
桂
川
で
あ
る
か
ら
、

本
件
事
故
発
生
日
原
告
主
張
の
通
り
無
月
で
あ
っ
た

な
ら
夜
間
暗
闇
で
あ
っ
た
こ
と
が
推
認
さ
れ
る
け
れ

ど
も
、
走
行
す
る
対
向
車
双
方
が
前
照
灯
を
点
灯
さ

せ
走
行
す
る
と
い
う
通
常
の
事
態
を
前
提
に
す
れ

ば
、
本
件
市
道
を
走
行
す
る
運
転
者
は
、
夜
間
で
も
、

自
重
の
前
照
灯
又
は

(及
び
)
対
向
車
の
前
照
灯
に

よ
り
対
向
車
と
安
全
に
離
合
す
る
こ
と
が
で
き
る
も

の
と
認
め
ら
れ
る
。

前
記
認
定
の
と
お
り
、
本
件
ブ
ロ
ッ
ク
を
構
成
す

る
各
ブ
ロ
ッ
ク
に
は
反
射
板
が
設
置
さ
れ
て
お
ら

ず
、
か
つ
、
各
ブ
ロ
ッ
ク
が
道
路
と
同
系
色
で
あ
っ

た
け
れ
ど
も
、
本
件
ブ
ロ
ッ
ク
は
三
本
の
白
色
実
線

の
間
に
設
け
ら
れ
て
お
り
、
白
色
実
線
は
前
照
灯
に

反
射
し
て
容
易
に
視
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と

(現
に
原
告
も
白
色
実
線
に
気
付
い
て
い
た
こ
と
)
、

二
本
の
白
色
実
線
の
間
に
設
置
さ
れ
て
い
る
本
件
ブ

ロ
ッ
ク
の
高
さ
は
三

皿
あ
っ
て
本
件
市
道
と
は
か

な
り
の
段
差
が
あ
る
か
ら
、
前
照
灯
で
照
ら
せ
ば
、

ア
ス
フ
ァ
ル
ト
舗
装
さ
れ
た
本
件
市
道
と
区
別
す
る

こ
と
が
さ
ほ
ど
困
難
で
あ
る
と
は
い
え
な
い
こ
と
か

ら
す
れ
ば
、
本
件
市
道
を
走
行
す
る
運
転
者
は
、
夜

間
で
も
、
自
車
の
前
照
灯
に
よ
り
本
件
ブ
ロ
ッ
ク
を

容
易
に
視
認
す
る
こ
と
が
で
き
た
も
の
と
認
め
ら
れ

か
っ
た
た
め
見
え
な
か
っ
た
と
供
述
し
て
い
る
の
で

る
oさ

ら
に
、
前
記
認
定
の
と
お
り
、
被
告
は
、
本
件

ブ
ロ
ッ
ク
付
近
の
雑
草
に
つ
い
て
、
本
件
事
故
当
時

毎
年
年
三
回
程
度
除
草
の
措
置
を
講
じ
て
お
り
、
本

件
事
故
が
六
月
の
除
草
の
直
前
に
発
生
し
、
雑
草
が

繁
茂
し
て
い
た
も
の
の
、
本
件
ブ
ロ
ッ
ク
の
う
ち
先

頭
の
ブ
ロ
ッ
ク
、
二
番
目
の
ブ
ロ
ッ
ク
及
び
原
告
が

乗
り
上
げ
た
三
番
目
の
ブ
ロ
ッ
ク
に
は
南
側

(府
道

側
)
に
雑
草
が
生
え
て
い
た
だ
け
で
、
北
側

(本
件

市
道
側
)
に
は
生
え
て
お
ら
ず
、
雑
草
が
本
件
ブ
ロ

ッ
ク
を
隠
す
状
態
に
は
な
っ
て
い
な
か
っ
た
か
ら
、

本
件
市
道
を
原
告
と
同
様
東
側
か
ら
西
側
に
向
け
て

走
行
す
る
運
転
者
は
、
本
件
ブ
ロ
ッ
ク
に
気
付
く
こ

と
に
何
の
困
難
も
な
か
っ
た
も
の
と
認
め
ら
れ
る
。

以
上
に
よ
れ
ば
、
本
件
市
道
及
び
本
件
ブ
ロ
ッ
ク

が
、
通
常
有
す
べ
き
安
全
性
を
欠
い
て
い
た
も
の
と

は
認
め
が
た
い
。

そ
し
て
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
原
告
は
、
前

判
示
の
と
お
り
、
三
番
目
の
ブ
ロ
ッ
ク
と
四
番
目
の

ブ
ロ
ッ
ク
と
の
間
に
繁
茂
し
て
い
た
雑
草
の
手
前

(東
側
)
に
、
雑
草
が
生
え
て
い
た
か
否
か
は
暗
か

っ
た
た
め
覚
え
て
い
な
い
と
供
述
す
る
一
方
、
三
番

目
の
ブ
ロ
ッ
ク
と
四
番
目
の
ブ
ロ
ッ
ク
と
の
間
に
繁

茂
し
て
い
た
雑
草
の
向
こ
う
側

(西
側
)
に
草
が
生

い
茂
っ
て
い
た
の
は
見
え
た
、
本
件
ブ
ロ
ッ
ク
は
暗

あ
る
か
ら
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
原
告
は
、
対
向
車
に

気
を
取
ら
れ
る
な
ど
し
て
前
方
注
視
を
欠
い
た
た

め
、
本
件
市
道
の
南
端
部
分

(路
側
)
の
二
本
の
白

色
実
線
の
間
に
設
置
さ
れ
て
い
た
本
件
ブ
ロ
ッ
ク
に

気
付
か
ず
、
北
側
の
白
色
実
線
の
上
を
踏
み
越
え
た

た
め
、
本
件
ブ
ロ
ッ
ク
に
乗
り
上
げ
転
倒
し
た
も
の

で
あ
る
と
い
う
ほ
か
は
な
い
。

な
お
、
前
記
認
定
の
と
お
り
、
被
告
は
、
本
件
事

故
発
生
後
、
先
頭
の
ブ
ロ
ッ
ク
を
橙
色
に
塗
装
す
る

な
ど
の
事
故
防
止
策
を
と
っ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
道

路
の
管
理
者
と
し
て
よ
り
安
全
な
措
置
を
講
じ
た
こ

と
を
も
っ
て
、
当
該
措
置
を
講
じ
る
前
は
本
件
市
道

及
び
本
件
ブ
ロ
ッ
ク
の
設
置
又
は
管
理
に
瑕
疵
が
あ

っ
た
も
の
と
推
認
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

以
上
に
よ
れ
ば
、
本
件
市
道
及
び
本
件
ブ
ロ
ッ
ク

の
設
置
･
管
理
に
瑕
疵
が
あ
っ
た
と
い
う
原
告
の
主

張
を
採
用
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

2

以
上
の
次
第
で
、
そ
の
余
の
点
を
判
断
す
る
ま
で
も

な
く
、
原
告
の
請
求
は
理
由
が
な
い
。

3

結
論

よ
っ
て
、
原
告
の
被
告
に
対
す
る
請
求
は
理
由
が
な
い

か
ら
こ
れ
を
棄
却
し
、
訴
訟
費
用
の
負
担
に
つ
き
民
訴
法

六
一
条
を
適
用
し
て
、
主
文
の
と
お
り
判
決
す
る
。




